
 

 

美座小学校 いじめ再発防止行動計画  令和 8年 1月 改訂 

基本方針 取組 実施期間 

柱 方向性 取組内容 目指す姿 具体的行動 4月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 中期 長期 

１ 

子
ど
も
の
Ｓ
Ｏ
Ｓ
に
気
づ
く
力
を
高
め
ま
す 

子どもたち
がＳＯＳを
出 しやす
い環境を
作ります 

小学校での教科担任制
を積極的に推進します 

子どもたちの違和感や気
づきを共有し、組織的に
対応できる職員体制 
 

より多くの教職員が子どもに関わることができる
よう、教科担任制や交換授業を実施します。 

    

 

      検証 継続 継続 

相談することの大切さを
子どもたちに伝える出前
授業を行います 

困っていることを相談で
きる子ども 

SCや SSW に相談できることを伝えていく。 
（年間を通して、随時） 

 
           継続 継続 

子どもを深
く理解する
力を育て
ます 

いじめ事案から学ぶ研修
会を実施します 

研修会の学びを活かし
て、深く子どもを理解す
る教職員 

生徒指導、発達や心理の専門家を招聘し、職
員研修を実施する 

    実施        継続 継続 

子どもに共感し、対等な
関係を築く資質を養いま
す 専門的な視野を持って

子どもの特性を理解し、
子どもと丁寧に向き合
い、支援する教職員 

SC によるカウンセリングマインド研修を実施しま
す 

   実施         継続 継続 

発達特性への理解と適
切な支援を強化します 

定期的に、特別に配慮のいる児童についての情
報共有を実施します 

校内支
援委員
会 

校内支
援委員
会 

校内支
援委員
会 

校内支
援委員
会 

校内支
援委員
会 

校内支
援委員
会 

校内支
援委員
会 

校内支
援委員
会 

校内支
援委員
会 

校内支
援委員
会 

校内支
援委員
会 

校内支
援委員
会 

継続 継続 

いじめを早
期発見し、
速やかに
適切な対
応をします 

いじめの定義の確認と周
知を徹底します 

いじめの定義を理解し、
子ども、保護者、地域に
啓発する教職員 

各学期に１回程度いじめについて全校集会等で
話をするとともに、地域の会でも説明します。 

〇始業式、終業式、全校朝会、児童集会、保護者の集まる会、地域の会、学年集会、学級会 
〇講話（校長、生徒指導担当、学級担任）、学校通信、学年通信 

継続 継続 

いじめ防止月間を設けま
す 

主体的にいじめ防止活
動に取り組む子ども 

児童会を中心に、いじめ防止の取り組み内容を
検討し、いじめ防止活動を実施します。 

     
児童会による 
計画立案 

実施    継続 継続 

いじめをテーマにしぼった
アンケートを行います 

いじめの有無や意識を
調査し、いじめの未然防
止、早期発見解決を図
る教職員 

１学期は「こころとからだのアンケート」と面談、
２・３学期はいじめに特化したアンケートと面談を
実施します 

  

こころと
からだの
アンケ
ート面談 

   
いじめア
ンケート
面談 

   
いじめア
ンケート
面談 

 継続 継続 

いじめ防止委員会を設置
し、情報を共有し、チーム
でいじめ防止に取り組み
ます 

全教職員で情報を共有
し、チームでいじめ防止
に取り組む学校 

いじめ防止委員会で情報を共有し、具体的な
対応を協議します 
校内いじめ防止委員会を月１回の定例実施と
事案検討として適宜実施します 

いじめ
防止 
委員会 

いじめ
防止 
委員会 

いじめ
防止 
委員会 

いじめ
防止 
委員会 

いじめ
防止 
委員会 

いじめ
防止 
委員会 

いじめ
防止 
委員会 

いじめ
防止 
委員会 

いじめ
防止 
委員会 

いじめ
防止 
委員会 

いじめ
防止 
委員会 

いじめ
防止 
委員会 

継続 継続 

いじめに関する情報につ
いて、保護者との連絡を
迅速に行い、情報を共有
します 

保護者と連携し未然防
止、早期発見、解決に
向けた実効性のある取り
組みを目指す学校 

いじめ防止委員会で、事実関係を把握し、対応
方針の共通理解を図ります（迅速に、且つ、て
いねいに） 

いじめ
防止 
委員会 

いじめ
防止 
委員会 

いじめ
防止 
委員会 

いじめ
防止 
委員会 

いじめ
防止 
委員会 

いじめ
防止 
委員会 

いじめ
防止 
委員会 

いじめ
防止 
委員会 

いじめ
防止 
委員会 

いじめ
防止 
委員会 

いじめ
防止 
委員会 

いじめ
防止 
委員会 

継続 継続 

 

 



 

 

基本方針 取組 実施期間 

柱 方向性 取組内容 目指す姿 具体的行動 4月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 中期 長期 

２ 

子
ど
も
の
主
体
性
を
育
て
ま
す 

子 ど も の
主体性を
育む授業
へ転換し
ます 

主体的・対話的で深い学
びの教育を進めます 

友だちの意見を大事に
しながら、主体的に課題
解決に取り組む子ども 

特別活動を中心に、主体的・対話的で深い学
びを目指した校内授業研究を実施します。 
日々の学習活動で合意形成を図る話し合いの
場の充実を図ります。 

校内研
究推進 

校内研
究推進 

校内研
究推進 

校内研
究推進 

校内研
究推進 

校内研
究推進 

校内研
究推進 

校内研
究推進 

校内研
究推進 

校内研
究推進 

校内研
究推進 

校 内 研
究推進 

継続 継続 

子 ど も が
参画する
学校づくり
を 行いま
す 

代表委員会を行い、月目
標や、児童集会、行事の
企画を行います 

集団の一員であることの
自覚を高め、人と人との
ふれあいやつながりを深
める子ども 

児童会や学級会で、意見を出し合います。児童
が主体となり、行事の企画運営を行います。 

 
 〇代表委員会、学級会、児童集会、折り鶴集会、平和集会、 
 〇１年生を迎える会、６年生を送る会、学年間交流の会 継続 継続 

子 ど も へ
のエンパワ
メントを促
進します 

CAP の活用と検証を行い
ます 

自分の思いを言葉や態
度で表現できる子ども 

中学年で CAP 授業を行い、自分の心と体を守
る予防教育を実施し、その成果と課題をつかみ
ます。 

       
実施 
検証 

    継続 継続 

いじめ防止教育につなが
るゲストティーチャーの授
業を行います 

弁護士や警察官、大学教授など、人権に関す
る講師による児童対象の出前授業を実施しま
す。 

      実施      継続 継続 

３ 

チ
ー
ム
学
校
で
取
り
組
み
ま
す 

学校の組
織対応力
を向上さ
せます 

教師が SOS を出せる教
師集団を作ります 

同僚性を高め、互いに
信頼しあえる教職員 

会議の前に、短時間の「困ったを共有する」時
間を持ちます。 

 
           継続 継続 

多職種連携を推進します 
互いの専門性を生か
し、連携できる学校組織 

各担当、SC、SSW がそれぞれの専門性を活か
し、各ケースに対応したチーム会議を開催しま
す。 

 
           継続 継続 

子 ど も を
育む地域
や関係機
関との連
携を行い
ます 

地域ぐるみで子どもを見
守ります 

情報を発信し、家庭・地
域に開かれた学校 

コミュニティスクールを推進し、地域全体で子ど
もを見守り、育む環境を整えます。 

 〇学校運営協議会、地域の見守りパトロール、校区人権、コミュニティ美座 継続 継続 

保育所・幼稚園・小中学
校の連携を強化します 

保幼小中連携を推進
し、連続性を大切にした
教育に取り組む学校 

中学校区の子どもの実態について情報交換を
行い、いじめに対する学校の指導体制・指導内
容の充実を図ります。 

 〇保幼小中連携会議、合同研修会、中学校への見学、中学校との引継ぎ 
 〇保幼との交流、引継ぎ 

継続 継続 

関係機関との連携を図り
ます 

関係機関と情報を共有
し、迅速に対応できる学
校組織 

学校の各ケースについて、常に家庭児童相談
室、青少年センター等と組織的に連携を図りま
す。 

 
           継続 継続 

４ 

子
ど
も
に
対
す
る
体
罰
及

び
ハ
ラ
ス
メ
ン
を
根
絶
し
ま
す 

体罰を根
絶します 

体罰の禁止を徹底します 
子どもの一人ひとりの人
権を守ることに徹する教
職員 

体罰・ハラスメントの根絶に向けた事例研修を
実施し、教職員の人権意識を高めます 

 〇研修会を実施 
子どもの権利条約、体罰、不適切な関わり方（教育マルトリートメント） 

継続 継続 
あらゆるハ
ラスメント
を 根絶 し
ます 

あらゆるハラスメントを根
絶します 

 


